
中央社会保険医療協議会 総会座席表  

「 日時：平成20年5月21日（水）10：00～10：30（目途） 】会場＝厚生労働省専用第18～2。会言義室（17階）  
し  

中央社会保険医療協議会総会（第128回） 議事次第  

平成20年5月21日（水）   

於 厚生労働省  

専用第18～20会議室  

議 題  

○ 医療機器の保険適用について  

○ 臨床検査の保険適用について  

○ 後期高齢者医療の診療報酬について   



中医協 総－l－1  

2 0． 5． 2 1  

医療機器に係る保険適用決定区分案   

保険適用希望業者  株式会社グッドマン  
販売名  血管内OCTイメージワイヤー  

決定区分案   主な使用目的  

本品は、近赤外線を用いて、冠動脈における血管内腔及び血管壁表層を画像化し、  
C2（新機能・新技術）  

（新たな技術料を設定し評価すべきもの）  検査することを目的としている。適用患者は血管内嘩音波法（IVUS）で観察が困  

難であるが、血管内腔及び血管壁表層の観察が必要な患者とする。   

○類似機能区分   

007 血管内超音波プローブ②標準（Ⅲ）  

141，000円   

○保険償還価格  

151，（〕00円（類似機能区分比較方式、有用性加算7％）   

○技術料   
D206 心臓カテーテル法による諸検査  

注3 血管内超音波検査を実施した場合は、所定点数に300点を加算する。   

参考（メーカー意見）   

保険償還価格 198，112円（類似機能区分比較方式、有用性加算30％）  
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価格調整の資料  

血管内OCTイメージワイヤー  

諸外国におけるリストプライス  

○連合王国  177，060円   

○ドイツ  177，060円   

○フランス  177，060円   
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○為替レート  

（2006年12月1日～2007年11月30日の日銀による為替レートの平均）   

1米ドル  ＝118．04円  

○外国平均価格 177  

＝（177，060円＋177，060円＋177，060円）÷3  

0価格（案）  

保険医原材料専門組織における検討の結果、151，000円と設定した。この価格は、   

外国平均価格177，060円の0．85倍に相当する。   



中 医協 総－1－2   

20．5、21  

薬事革衰E事号  販売名  保細癖希生者   削印坤■蠣雷虐層欄■■の区分   

20100BZZOO3470【氾   携帯型自動血圧  十TM－2420   株式会社エー・アントすイ   長時間自由行動下血圧計  

携帯型自動血圧  †AM－200   
20900BZYOO205000  ハンフリーOCTスキャナーOCT  カールツ7イスメディテック株式会社   眼底三次元画像解析装置   
21000BZZOO455000  携帯型自動血圧菖十TM－243  株式会社エー■アントデイ   長時間自由行動下血圧計  

携帯型自動血圧計AB－10  
携帯型自動血圧  計KenzBPMAM300   

210008ZZOO455AOl  携帯型自動血圧  計K亡∩ヱBPMAM300   
2】3008ZYO8575∝旧  神経線稚屈筋新装置GDズアクセス  カールツ7イスメデイテック株式会社   眼底三次元画像解析装置   
2†400BZYOO289000  OCTスキャナーOCT3000   
21500BZYOO3丁9000  スピリット  株式会社小池メデイ加レ   酸素供給調節器   
21500BZYOO403AOl  インチュヘーべ′】ン工ントースコーフ  工ム・シー・けィ加レ株式会社   内視鏡   
21700BZYOO277000  ソノラインG40  持田シーメンスメデイ加レンステム株式会社   超音波検査装置（Ⅱ）   

219AABZXOO175000  電子内視鏡EN－450P5／20  フシ●ノン株式会社   内視鏡   
219AABZXOO176000  電子内視鏡EN－450T5／W   
219ABBZXOOOl抑）0  乳房X線撮影装置  MGU－1000A形MAMMOREXPc・ruLru   東芝メディカル製造株式会社   診断用X絶望置   
219A88ZXOOO19000  近接式X綬透視撮  影装置MRAD－F32SF形FREX  219ABBZXOO164∝旧  デゾクルー般X綬撮  影装置MRAD－D50S形RADRE 

X   

219AB8ZXOO211000  7JJエト■メインOCTRTVue－100  中央産業貿易株式会社   眼底三次元画像解析装置   
2柑A88ZXOO2こil000  デシ’クルー拉X綬撮影装置MRAD－D80S形RADR〔X  東芝メデ′カル製造株式会社   診断用X線装置   
219AH8ZXOOOllOOO  シラスHD－OCT  カールツ7イスメデイテック株式会社   眼底三次元画像解析装置   
219A旧ZXOOO5TO（IO  ブロフォーカス  株式会社アムコ   超音波検査装置（1）   
22000臥aOOOO5000  アブ‾二アリンクⅡ  ミックインターナシ】ナル株式会社   終夜睡眠診断装置（Ⅰ）   

22000βZXOO123000  サント’マンホサット  タイコヘルスケアシ●ヤハ■ン株式会社   終夜睡眠診断装置＝）   
22∝旧BZXOO190000  白内陣手術装置インフィニティピソヨンシステム  日本アルコン株式会社   超音波白内障手術装置   
220008ZXOO236000  ビスうス532s  力一肌けイスメデイテック株式会社  眼科用光凝固装置   
220（氾BZXOO285000  休外式DDDヘーーストカ3085  フクダ電子株式会社   体外型心臓へ■－ストカ   

220008ZXOO387000  ハイサンソホ‾－タフ■ル  帝人ファーマ株式会社   酸素供給装置（‖   
220AABZXO∝時3000  無敵瞳眼底カメラTRC－NW8  株式会社けコン   眼底カメラ（Ⅰ）   

220ABBZXOOO15000  汎用超音波画像診断装置VividS6  ジーイ一機河メディカルシステム株式会社   超音波検査装置（Ⅱ）   

220A88ZXOOO‡3000  乳房X綬撮影装置MGリー川00D形MAMMOR［XPe・川・rUDIG汀Aし   東芝メディ如し製造株式会社   診断用X繰装置   
220A8BZXOOlO3000  診断用X絵姿筐X●＄VPro   株式会社島津製作所   診断用X綬装置   

220A8BZXOOlO9000  X緑掻影装置CU  NIXⅡ   株式会社日立メディコ   診断用X稜装置   
220ADBZXOOO360即  シンビアE  シーメンス旭メデイテック株式会社   エミワシ］ンCT装置   

220ADBZXOOO37000  C．カム   
220ADBZXOOO43000  高分解能心電計HRES－1000   フクダ電子株式会社   心電計（Ⅱ）   

220ADBZXOOO44000  SN関節綾／ENTスコープ  スミスイントネフユー工ント’スコピー株式会社   内視鏡   
220ADBZX00062000  セーフスSAFHS4000J  帝人ファーマ株式会社   超音波骨折治療器   
220AGBZXOOO29000  コーナン前服部撮影装置KATS－1000   株式会社コーナン・膏守仙   角膜曲率半径計測装置   
220AGBZXO（氾35000  マックスカイネMK－130G  ミナト医科科学株式会社   低周波治療器   
220AGBZX（IOO37000  富士コンビュ一子ツト■  ーオウうフィCR一眼364T型   富士フイルム株式会社   デジタル映像化処理装置   
220AG8ZXOOO38000  富士コンヒ㌧－テツトうゾオグラフイCR－JR364∪肌型   

薬事法壷鰹蓼号  販売名  俸験鳶用希望者   鴨定■■t■算定匿■■■の区分  

220AGBZXOOO42000        コーワER－80  興和株式会社   視覚誘発電位検査装置   
220AHβZXO【】004000  眼底カメラ  FF450PIus   力一ルツ7イスメデイテック株式会社   眼底カメラ（Ⅱ）   

220AHBZXOO叩5000  アデラネー  030  眼圧計   
220AHBZXOOOO6000  ア7‾ラネーショントノメーターATO20   
220A旧ZXOOOO7000  トノヘレンAVIA  アールイーメディカル株式会社   眼圧計   
220AK8ZXOOO30∝旧  ミニチュアネフロ入コーフ  エム・シー・メデイ如し株式会社   内視鏡   

r   



司別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）保険適用開始年月日：平成20年5月1日   

販売名   保険逼印希望者   決定機離区分   償還應楕（円）   

シリコーンマーケーンゾンテ’   株式会社イス■モヘルス   014葉書カテーテル（り経鼻用（1）一般用   ￥204  

026栄養カテーテル（り経鼻用（1）一般用   ‡204  

005在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポ”ザプルカテーテル（り権昇用（カー般   ￥204   

（滅菌品）   ナカシマナロヘ●ラ株式会社   076固定用金属ピン（2）一般用   ￥558  

060固定用内副子（スクリュー）（8）その他のスクリュー②特殊型イ圧迫  ￥57．400  

調整固定用・両端ねじ型ji一般用  
075固定用金属線（り金属線（かケーブル   ￥67．900   

レート   ナカシマナロヘ◆ラ株式会社   061固定用内副子（プレート）（9）その他のプレート（∋特殊イスクリュー非  ￥185．000   

使用型  
工足関前  067人工手関節・足関節用材料（2）人工足関節用材料②距骨側材料   ￥345．000  

067人工手関節・足関節用材料（2）人工足関節用材料（1）脛骨側材料   ￥419．000   

・Vo！arPlateシステム  061固定用内副子（プレート）（7）骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）   ￥96．100   

関節ス如うイスート‘タイブ  068人工指関節用材料（1）人工手指関節用材料（aその他の人工手指関  ￥122．000  

節用材料ア近位側材料  
068人工指関節用材料（1）人工手指関節用材料（∂その他の人工手指関  ￥†00，000   

節用材料イ遠位側材料  
・セルノンが－PEGキット   日本シヤーウワトー株式会社   037交換用再建カテーテル（り胃留置型①／くンパー型アガイドワイヤーあリ   ￥22．000   

工膝関節（Ti）   ナカシマナロヘう株式会社   058人工肺関節用材料（1）大腿骨側材料な）全置換用材料（n）   ￥334，000  

059オプション部品（2）人工膝関節用部品   ‡74，800   

r人工肘関節＋C  066人工肘関節用材料（り上腕骨側材料   ‡366，000  

066人工肘関節用材料（2）尺骨側材料   ￥311．000  

KiSCO株式会社   064脊椎固定用材料（3）脊椎プレート（」）   ￥165．000  

064脊椎固定用材料（5）脊椎スクリュー（固定型）   ￥87．000   

－ラーPT／＼ハ‾ルーンカテーテル   株式会社東海メディ加げけクツ  133血管内手術用カテーテル（3）PTAバルーンカテーテルn）一般型イ特   ￥118．000   

5コーティ加レスウリュー   株式会社ホムス●技研   060国定用内副子（スクリュー）（1）一姫スクリュー（生体用合金T）   ￥7．280   

ノブレッシ］ンヒップ】スケノユーシステム  062大腿骨外側固定用内副子（りつばなしフレ岬ト（生体用合金Ⅰ）   ￥87．600  

062大腿骨外側固定用内副子（3）つばつきプレート（生体用合金Ⅰ）   ￥143．000  

062大腿骨外側固定用内副子（7）スライディングラグスグノユー（生体用合   ・  ‖   
＝ネイルシステム  073雄内釘（り言草内釘8）大腿骨頸部型   ￥189．000  

073禄内釘（2）掃止めスクリュー（》標準型   ￥26．908  

073最遠内釘（2）横止めスクリュー（2）大腿骨頚部型   ‡60，600   

i／4．0キャニュレイテット■キヤンセラススクリュー  060画定用内副子（スケ」ユー）（4）中空スクリュー（生休用合金トS）   ￥21，600  

060固定用内副子（スクリュー）（5）中空スクリュー（生休用合金T・L）   ￥33．200  

063固定用内副子用ワッシヤー、ナット類（l）ワッシヤー（Ⅰ）   ￥3．26D   

rスクールフけラブレートシステム  060固定用内副子（スクリュー）（り一般スグ」ユー（生体用合金‖   ￥7，280  

061固定用内副子（フレート）（7）骨端用フレート（生体用合金丁）   ￥96．100   

科キット   株式会社ホキ‾メテーィ如し   075固定用金属線（り金属線（1）ワイヤー   1crn当たり￥21  
012血管造影用ガイドワイヤー（り一眼用   ￥3，450  

012血管造影用ガイドワイヤー（2）交換用   ￥5，340  

099組織代用人工繊維布（1）心血管系用Q）血管用フェルトファブリック   1cr日当たり￥128   

新たな保険適用 区分B（個  

薬事法承認番号   販ヲ   

20400BZZOO945000  サ‾ヘルスシリコーンマーケーニ   

20900日ZZOO790AOl  リンケビン（滅菌品）   

215008ZZOOO92AOl  SURFプレート   

21500［iZZOO164AOl  口NE人工足関前   

21500BZZOO360AOl  Lockin尺Vo！arPlate・   
21600日ZZOOO39AOl  人工指関節ス如うイス   

216008ZZOO253000  カンカ’ルーセルシ‾ンが－P   
21600BZZOO3了8AOl  フ7イン人工膝関節（Ti）   

21600BZZOO573AOl  K－NOW人工肘関節＋   

217008ZYOO494000  カンホ‾   

21700BZZOO37BAOl  エクスブローラーPT／、ハ‾ル   
21800BZZlOO80AOl  JMM4．5コーティ加レスウ」   
21800日ZZlOO83AOl  JMMコンプ〉レッシ］ンヒップ   

21800日ZZlOO84AO2  JMMTFネイルシステム  

218008ZZlOT28AOl  JMM65／4．0キャニュレイ   

2】800日ZZlO132AO2  JMMディスクールフけラフ   

21900日ZZOOOO5000  胸部外科キット   

新たな保険適用区分B（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）保険適用開始年月日：平成20年5月1日   

薬事法承認♯号   販売名   保険主用希望者 決定機能区分   償遺す格（円）   

219008ZZOOOO5000  胸部外科キット   株式会社ホキ●メデ†如し   116体外式ベースメーカ用心隠埋込ワイヤー（1）単極q）固定機儲あリ   ￥4，530  

116体外式ペースメーカ用心隠埋込ワイヤ【（l）単極⑦固定機能なし   ￥3．210  

116休外式ペースメーカ用心臓埋込ワイヤー（2）双極以上   ￥8．400   

21900日ZZOOO2【iOOO  メラウエストニーシステム   泉工医科工業株式会社  058人工膝関節用材料（l）大腿骨側材料00全置換用材料（Ⅱ）   ￥334．000  

058人工膝関節用材料（2〉脛骨側材料②全置換用材料（Ⅱ）   ￥199．000  

058人工膝関節用材料（4）インサート   ￥73．300  

058人工膝関節用材料（3）膝蓋骨材料⑦膝蓋骨置換用材料（Ⅱ）   ￥48．600  

059オプション部品（2）人工肺関節用部品   ￥74．800   

219AA8ZXOO169000  アトム栄養カテーテル丁   アトムメデイ加し株式会社   026栄養カテーテル（1）経鼻用¢）乳幼児用イ非DEHP型   ￥140   

219ADBZXOO174000  腎孟ハ’ルーンカテーテルS   富士システムス■株式会社   031腎穫又は膀胱痙用カテーテル及びカテーテルセット（り腎倭用カテ一丁ル⑤腎  ￥2．570   
孟バルーン聖  

219AD8ZXOO】75000  膀胱療ハ’ルーンカテーテル  031腎廣又は膀胱庫用カテーテル及びカテーテルセット（2）膀胱療用力丁－   ￥4，300   

2†9AD8ZXOO176000  シリコーンフォーリーカテーテル  039膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル（2）2管一般（Ⅱ）   ￥699  

039膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル（5）特定（Ⅱ）   ￥2．110  

004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル（2）2皆一般   ￥699  

004在宅寝たきり患者処置用膜胱留置用ディスポーザブルカテーテル（5）  ￥2，110   

特定（H）  

219ADBZXOO193000  へ○ンロース‾ト‾レーンノ＼R  029吸引留置カテーテル（2）受動吸引型Q）フイルム・チューブドレーンア  ￥28l   

フイルム型  
219ADBZXOO198000  GB胃癌ハ’ルーンカテーテル  037交換用胃癌カテーテル（1）胃留置型②バルーン型   ￥8．740   

22000BZlOOOO6000  テークストラス   ハーィ朴口ニッウシ‘ヤ八】ン株式会社  113植込み式心臓ペースメーカ用リード（1）リード0結締脈り一下ア標準   ￥182．000   

22000BZXOOO34000  アンソオス加けトP‾「CAハ’ルーンカテーテル  USCIノ十／＼もン株式会社   130心臓手術用カテーテル（り経皮的冠動脈形成術用力丁一丁ル（9スリッ  ￥151．000   

ピンク防止型  
22000日ZXOO142000  FIRESTARRXPTCAカテ，テル   シ■］ンソン・工ンr∴シ‾］ンソン株式会社  130心臓手術用カテーテル（り経皮的冠動脈形成術用カテーテル①一般  ￥127，000   

22000日ZXOO143000  DURASTARRXPTCAカテーテル   型  
220008ZXOO169（）00  キクロスDR   日本光電工業株式会社  112ベースメーカ（5）デュアルチャン／く（Ⅲ型）   ￥1．100000   

22000日ZXOO234000  セーォ久子ントカハ■－トー   セ‾オンメ子’巾ル株式会社   034胆道ステントセット（2）自動装着システム付U氷久留置型アカハーあ  ※   
リの－一部  

220008ZXOO237000  ヘレディアサットオキシメトリーカテーテル   工トワスうイブサイエンス株式会社  021中心静脈用カテーテル（5）酸素飽和度測定機能付き   ￥36，500   

220008ZXOO242000  Um∂サークレーシーハ■ントー   日本リマ株式会社   061固定用内副子（プレート）（9）その他のプレート②特殊イスケノユー非  ￥185．000   

使用型  
22000日ZXOO261000  キャブシュアーEpi（コ】ホ〉－う）リトー   日 メトトロニッウ 式会土  113 盾込みェ‘心 ペースメーカ用リード（1）リード2心筋用リードア   ‡150．000   

22000日ZXOO270000  クーコ■ンPH／Hネイルシステム（；威菌）   ヒーーブラウンエースクラップ株式会社  073靂内釘（1）領内釘（か横止め型   ￥197．000  

073壱道内釘（2）積止めスクリュ≠∩）標準型   ￥26．900   

220008ZXOO271000  クー］▼ンPFネイルシステム（滅南）  073苗至内釘（1）領内釘（刃大腿骨頸部型   ￥189．000  

073最遠内釘（2）横止めスクリュ・－②大腿骨頸部型   ￥60．600  

073静内釘（2）積止めスケノユー（、1）標準型   ￥26．900   

22000BZXOO385000  G∂mCathトルフィンカテーテル   力一ンフ‘口株式会壬土   042緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル（2）ダブルルーメン以上〔7）－   ￥1了900   

22000BZYOOOO6000  オスヒトヵセラブレートカテーテル（サーミスタ）   平和物産株式会社   123浩皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル   ￥19100（1   

22000日ZYOOOO7000  オスヒレヵセラフ’レートカテ【テル（サーモカッブル）   

22000BZYOOOO8000  オスヒレヵセラナレ一拍テ一子ルフラッタ   
22000BZZOOOO3000  アスビレアキヤス   東郷メディキット株式会社   133血管内手術用カテーテル（9）血栓除去用カテテル¢）鰻皮的血栓除   ￥63．500   

※当該製品は、決定積儲区分を満たす医梅村封の一部であるため当該製品単休では算定できない。  



2．歯科  

新たな保険適用 区分B（個別評価）（材料価格として個    別に評価されている部分）保険適用開始年月日＝平成20年5月1日  －11  

藁事法承認手早  販売名   保険適用希望芦 決定機能区分   
（円1   

220AFBZXOOO62000  ハ  ルフィーエステラ ヘ－ス   株式会社トクヤマデンタル   049  ロ   11：‡704   

220AFBZXOOO63000  八’ルフィークヘー一入ト  050歯  充填用材料 Ⅱ   1E￥2TO   

220AF8ZXOOO69000  リファイン7うイト  山八歯材工業株式会社  044  llトン        8 一   1mL￥19  

鋸3義歯床用アクリリック即時硬化樹脂（粉末）  1g￥28   

220AL8ZXOOO16∝IO  イ  フクK14インレー   石福金属興業株式会社  002歯科鋳造用14カラット金合金インレー用（JIS適合pロ）  1g￥2，594   

220AL日ZXOOO17（X氾  イシフウキンハうハ‾ラクルハー一っイヤー  非鋳造用金銀ハフンウム合金ハー状ハフタルハー用（金12％以  1（：m￥712   

合品）  

220ALβZXOOO18000  イシフウキンハうリンカ■ルハ’一っイヤー  009歯科非鋳造用金銀ハフジウム合金ハー状リンカルハー用（金12％以  1（：m￥601   

上JIS適合品）  
220AしBZXOOO2…  K14ロウ  ㈹5歯科用14カラット合金用金ろつ（JIS適合品）  1g￥2．496   

220AしBZXOOO21000  イシフクキンハ’ラロウ  tAロ           010歯科用金銀パフジウム合金ろフ（金15％以上JIS適合品）  1g‡1，504   

220AしBZXOOO21AOl  モ  

220ALBZXO0022000  イ  
220AしBZXOOO22AOl  金ハうロウM25㌔   
220AしBZXO（氾23000  切  ■．∠ゝ．                            011歯科鋳造用托合金第1種（銀60％以上インンウム5％未満JIS連ロ  1g￥89   

220ALBZXOOO24000  ク  ’－65   品）  

220AしBZXOOO250（旧  イ  ’A                  012歯科鋳造用報合金第2種（銀60％以上インソウム5％以上JIS適ロ  1g‡106   

220ALBZXOOO26000  イ  ラウン用   品）  

220ALBZX∝旧27000  ケ  
220AしBZXO（旧28000  シルハ■一Ⅱ   
220ALBZXOOO29000  クリンデントビュ→ティーシル八一ー・エス   
220ALBZXOOO3…  ク  ／ルハ∴－・デイーエックス   
220ALBZXOOO31000  ク  ’－うイト   
220Aし8ZXOOO44000  イ  006歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上JIS適合品）  1g‡702   

220AL8ZXOOO44AOl  モ  ム   
220ALBZXO（氾45（X氾  イ  連用第一種   
220ALBZXOOO46000  キンハうS20   
220AしBZXOOO46AOl  ＝ユー金ハ●ラシ■ウム20   
220AしBZXOOO47000  イシフウキン八うへ●スト12   
220AしBZXOOO47AOl  プライムキャスト†2   
220ALBZXOOO48000  ウリンデントハうっ’－ルト12   

①   
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臨床検査の保険適用について  

区分E3（新項目）（測定項目が新しい項目）  

主な測定目的  点 数  膜炎の診断の補助の目的として涙液中の総Ig  100点   
イムノクロマトグラフイ  アレルギー性結   

一法   E量の判定   測定方法  

測定項目  

？戻液中総IgE定性  

日立化成工業株式会社  

DO O4 6 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ 100点  

尿・糞便等検査判断料 34点（月1回につき）  

○ 保険適用希望業者  

○ 参 考 点 数  

○ 判  断  料  

区分E3（新項目）（測定項目が新しい項目）  

往歴のある糖尿病患者における血清中のMDA－   
200点   

主な測定目的  寮 数  

測定方法  

ELISA   冠動脈疾患既往   

（酵素免疫測定法）   LDLの測定   

測定項目  

MDA¶LD L  

積水メディカル株式会社  

DO O7 29 レムナント様リボ蛋白（RLP）コレステロール 200点  

生化学的検査（1）判断料144点（月1回につき）  

○ 保険適用希望業者  

○ 参 考 点 数  

○ 判  断  料  

○
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体外診断用医薬品の保険適用上の区分  

－El（既 存）測定項目、測定方法とも既存の品目  

（新方法）測定項目は新しくないが、測定方法が新しい品目  E2  

「  

E3  

〔   

例：「糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原」（測定項目）の測定方法と   

して「免疫クロマト法」を追加する場合   

「日生法により測定した場合に限り算定」  

1  

「EIA法又は免疫クロマト法により測定した場合に限り算定」   

（新項目）測定項目が新しい品目  

例：測定項目として「シスタテンC精密測定」を追加する場合  

（検査料については、β2∵榊m）精密測定  

に準じて算定）  

・至・   
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ような介護・福祉サービスを受けているかを含め、本人の生活や家庭の状況等  

を踏まえた上での医療が求められる。   

・後期高齢者の尊厳に配慮した医療  

自らの意思が明らかな場合には、これを出来る限り尊重することは言うまで  

もないが、認知症等により自らの意思が明らかでない場合にも、個人として尊   

重され、人間らしさが保たれた環境においてその人らしい生活が送れるように  

配慮した医療が求められる。   

・後期高齢者及びその家族が安心・納得できる医療  

いずれ誰もが迎える死を前に、安らかで充実した生活が送れるように、安心  

して生命を預けられる信頼感のある医療が求められる。   

○ もとより、高血圧や糖尿病に対する各種指導や投薬・テ主射、骨折に対する手術   

等のように、後期高齢者に対する医療の多くは、その範囲や内容が74歳以下の   

者に対するものと大きく異なるものではなく、患者個々人の状態に応じて提供さ   

れることが基本となる。  
すなわち、医療の基本的な内容は、74歳以下の者に対する医療と連続してい   

るもので、75歳以上であることをもって大きく変わるものではない。   

○ これらのことからも、後期高齢者にふさわしい医療は、若年者、高齢者を通じ   
た医療全般のあるべき姿を見据えつつ、先に述べた後期高齢者の特性や基本的な   

視点を十分踏まえて、構築していくべきである。  

後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子  

平成19年10月10日  

社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会   

○ 第164回国会においては、健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年   

法律第83号）が成立し、平成20年度から後期高齢者医療制度が創設されるこ   

ととなった。参議院厚生労働委員会の審議過程においては、当該制度に関して附   

帯決議（平成18年6月13日）がなされ、「後期高齢者医療の新たな診療報酬   

体系については、必要かつ適切な医療の確保を前提とし、その上でその心身の特   

性等にふさわしい診療報酬とするため、基本的な考え方を平成18年度中を目途   

に取りまとめ、国民的な議論に供した上で策定すること」とされた。  

○ 当特別部会では、この附帯決議を踏まえ、後期高齢者医療の在り方について、   

平成18年秋より12回にわたり部会を開催し、議論等を重ねてきた。この中で   

は、有識者からのヒアリングを行うとともに、本年4月に「後期高齢者医療の在   

り方に関する基本的な考え方」を取りまとめることと併せ、広く国民的な議論に   

供するべくパブリックコメントを実施するとともに、社会保障審議会医療保険部   

会及び医療部会において意見を聴取し、検討に当たっての参考としたところであ   

る。  
○ このような過程を経て、今般、平成20年4月に新たに創設される後期高齢者   

医療の診療報酬体系の骨子について、次のように取りまとめた。この趣旨を十分   
に踏まえた上で、今後、中央社会保険医療協議会におかれては、具体的な診療報   

酬案の検討が進められることを希望する。  

2．後期高齢者医療の診療報酬に  1．後期高齢者にふさわしい医療（基本的事項）  

○ 我が国の国民皆保険制度は「必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により碓   

探する」という理念を基本としている。高齢者に対する医療についても、これま   
で、この考え方に基づくとともに、累次の老人診療報酬の改定等により、在宅医   

療の推進、入院療養環境の向上や長期入院の是正、あるいは漫然・画一一的な診療   
は行わないことや、複数医療機関での受診や検査、投薬等はみだりに行わないこ   

とといった取組を行ってきたところである。   

○ 後期高齢者医療制度の施行に伴う新たな診療報酬体系の構築に当たっては、診   

療幸姻†1全体の在り方に係る検討を着実に進めながら、高齢者医療の現状を踏まえ、   

このような老人診療報酬の取組を更に進めるとともに、診療報酬全体の評価体系   

に加え、1．に述べた後期高齢者にふさわしい医療が提供されるよう、次に述べ   

る方針を基本とするべきである。  

2   

○ 後期高齢者には、若年者と比較した場合、次に述べるような心身の特性がある。   

（1）老化に伴う生理的機能の低下により、治療の長期化、複数疾患への雁患  

（特に慢性疾患）が見られる。   

（2）多くの高齢者に、症状の軽重は別として、認知症の問題が見られる。   

（3）新制度の被保険者である後期高齢者は、この制度の中で、いずれ避ける  

ことができない 死を迎えることとなる。   

○ こうした心身の特性から、後期高齢者に対する医療には、次のような視点が必   

要である。  

・後期高齢者の生活を重視した医療  
一般に、療養生子吉が長引くことなどから、後期高齢者の医療は、高齢者の生  

活を支える柱の一つとして提供されることが重要である。そのためには、どの  

1  



■】  

な連携の下、退院後にどのような生活を送るかということを念頭に置いた医療を   

行う必要がある。   

退院後の療養生活に円滑に移行するためには、個々人の状況に応じ、退院後の   

生活を見越した診療計画が策定され、それに基づく入院医療が提供されることが   

重要であり、このための診療報酬上の評価の在り方について検討するべきである。   

（入院中の評価とその結果の共有）  

○ 退院後の後期高齢者の生活を支えるには、入院中に行われた総合的な評価の情   

報が、在宅生活を支えることとなる医療関係者や介護・福祉関係者に共有される   

ことが重要である。この入院中の評価の実施や、カンファレンス等を通じ、評価   

結果について在宅を支える関係者との共有が進むよう、診療幸姻封上の評価の在り   

方について検討するべきである。   

（退院前後の支援）  

○ 患者は退院直後が最も不安となる場合が多いとの指摘があるが、このようなケ   

ースについては、退院直後の時期をまず重点的に支えることにより、円滑に在宅   

生活に移行することができるようにすることが重要である。このため、関係職種   
が連携して必要な退院調整や退院前の指導等に取り組むことができるような診   

療報酬上の評価の在り方について検討するべきである。   

（3）在宅医療について  

（1）外来医療について   

（後期高齢者を総合的に診る取組の推進）  

○ 前述の後期高齢者の心身の特性等を踏まえれば、外来医療においては、主治医   

は次のような役割を担うことが求められている。   

・患者の病歴、受診歴や服薬状況、他の医療機関の受診状況等を集約して把  

握すること。   
・基本的な日常生活の能力や認知機能、意欲等について総合的な評価を行い、  

結果を療養や生活指導で活用すること。   
・専門的な治療が必要な場合には、適切な医療機関に紹介し、治療内容を共  

有すること。   
主治医がこのような取組を進めるための診療報酬上の評価の在り方について   

検討するべきである。   

（薬歴管理）  

○ 外来医療を受ける後期高齢者は、服薬している其の種類数が多いこと、入退院  

．も少なくなく服薬に関わる医療関係者も多くなると考えられることから、其の相   

互作用や重複投薬を防ぐ必要がある。このため、医療関係者（医師、歯科医師、   

薬剤師及び看護師）や患者自身が、服用している医薬品の情報を確認できるよう   

な方策を進めるための診療報酬上の評価の在り方について検討するべきである。   

（関係者、患者・家族との情報共有と連携）  
○ 外来医療を受ける後期高齢者は、他の医療や介護・福祉サービスが必要な場合   

や、現に受けている場合も少なくない。後期高齢者の生活を支えるためには、受   
診歴、病歴、投薬歴などの情報や前述の総合的な評価の結果について、医療従事   

者間の情報の共有を進めるほか、介護・福祉サービスとの連携を進めるため、主   

治医等とケアマネジャーを中心として、相互の情報共有を進める必要がある。ま   

た、医療や介護・福祉サービスについて、患者や家族の選択等に資するために、   

患者や家族に対する情報共有を進める必要がある。  
必要なカンファレンスの実施等も含め、このような情報の共有と連携が進めら   

れるよう、診療報酬上の評価の在り方について検討するべきである。   

（2）入院医療について   

（退院後の生活を見越した計画的な入院医療）  

○ 後期高齢者の生活を重視するという視点からも、慢性期のみならず急性期を含   

む入院医療において、患者の基本的な日常生活能九認知機能、意欲等について   

総合的な評価を行うとともに、後期高齢者の入院時から、地域の主治医との適切  
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（情報共有と連携）  

○ 後期高齢者の在宅療養を医療面から支えるには、主治医等が中心となって、医   

療従事者間の情報の共有や連携を図りながら、それぞれの役割をしっかりと担う   

必要がある。   
後期高齢者の生活を支えるには、医療関係者のみならず、介護・福祉関係者と   

の相互の情報の共有や連携を行う必要がある。主治医等とケアマネジャーが中心   

となって、カンファレンス等を通じて、主治医による総合的な評価を含めた情報   

の共有や連携が図られるような診療報酬上の評価の在り方について検討するべ   

きである。   

（病院等による後方支援）  

○ また、病状の急変時等入院が必要となった場合に、円滑に入院できるようにす   
るとともに、在宅での診療内容や患者の意向を踏まえた診療が入院先の医療機関   

においても引き続き提供されるようにするべきである。このような医療機関間の   

連携が強化されるための診療幸脚しとの評価の在り方について検討するべきであ   

る。   



上必要な指導を行うことを評価することで、質の高い療養生活を送ることができ   

る体制を整傭する必要がある。また、在宅ターミナルケアで使用する医療用麻薬   

の服薬指導に当たっては、患者宅での適切な保管管理、廃棄等の方法について、   

調剤した薬剤師が患者及びその家族への指導を行うとともに、定期的にその状況   
を確認していくことが必要であり、これらの取組が進むような診療報酬上の評価   

の在り方について検討するべきである。  

3．留意すべき事エ  

（後期高齢者を総合的に診る取組の推進について）  

○ 社会保障審議会医療保険部会及び医療部会においては、後期高齢者を総合的に   

診る取組を行う主治医について、いわゆる主治医の「登録制度」を導入すべきと   
いう指摘や、患者のフリーアクセスの制限は適当でないという指摘があった。  

本特別部会としては、現在は総合的に診る取組の普及・定着を進める段階であ   

り、主治医についても、患者自らの選択を通じて決定していく形を想定している。   

中央社会保険医療協議会におかれては、これらを念亘酎こ置いて具体的な診横軸酬   

案の検討が進められるよう希望する。  

また、診療報酬における検討に加え、研修、生涯教育等を通じて、主治医の役   

割をより適切に担うことができる医師が増加し、患者が生活する地域でこのよう   

な医師による診療を受けられるような環境整備が図られていくことも、併せて期   

待したい。  

（その他の留意事項について）  

○ 後期高齢者の生活を総合的に支えるためには、述べてきたように、医療関係者   
や介護・福祉関係者間の連携及び情報の共有が必須のものである。   

○ また、医療関係者の連携、情報共有等により、頻回受診、重複検査や重複投薬   
を少なくし、後期高齢者の心身への必要を超えた侵襲や薬の相互作用等の発生を   

防止するとともに、医療資源の重複投入の抑制につながると考えられる。   

○ 併せて、今後の個々具体的な診療幸脚1休系の検討に当たっては、今回取りまと   

めた方向に沿った医療が第一線においてしっかりと提供されるための診療鞘酬   

上の評価の設定や、医療を受ける後期高齢者の生活と密接に関係する介護保険制   

度との関係にも十分配慮するべきである。   

○ さらに、新たな制度の被保険者である後期高齢者の負担を考慮し、制度の持続   
可能性に留意した、効果的・効率的な医療提供の視点が必要である。  

（以上）  
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（在宅歯科診療）  

○ 全身的な健康維持や誤嘩性肺炎予防の観点等からも、要介護者等の継続的な口   
腔機能の維持・管理が重要であるとともに、在宅において適切な歯科診療が受け   

られるよう、地域の医療関係者から歯科診療に係る情報提供が歯科医療従事者に   

なされるなどの連携を進めることが必要であり、このための診療幸関川上の評価の   

在り方について検討するべきである。   

（在宅療養における服薬支援）  

○ 後期高齢者の在宅療養において、薬の「飲み忘れ」等による状態悪化を招くこ   

とのないよう、本人や家族、介護を担う者による日々の服薬管理等の支援を推進   

することが重要であり、このための診療報酬上の評価の在り方について検討する   

べきである。   

（訪問看護）  

○ 安心で安全な在宅療養を支えるには、訪問看護の役割が大変重要であるが、退   

院前後の支援、緊急時の対応を含めた24時間体制の充実、患者の状態に応じた   

訪問の実施などが更に取り組まれるための診療報酬上の評価の在り方について   

検討するべきである。   

（居住系施設等における医療）  

○ 居住系施設を含む様々な施設等を利用している後期高齢者について、その施設   

等の中で提供されている医療の内容や施設の状況等も踏まえつつ、外部からの医   

療の提供に対する適正な評価の在り方について検討するべきである。   

（4）終末期における医療について  

（終末期の医療）  

○ 患者が望み、かつ、患者にとって最もよい終末期医療が行われるよう、本人か   

ら書面等で示された終末期に希望する診療内容等について、医療関係者等で共有   

するとともに、終末期の病状や緊急時の対応等について、あらかじめ家族等に情   

報提供等を行うことが重要であり、これらの診療報酬上の評価の在り方について   
検討するべきである。  

また、在宅患者の看取りについて、訪問診療や訪問看護が果たしている役割を   

踏まえて、その診療車脚Lヒの評価の在り方について検討するべきである。   

（痔痛緩和ケア）  

○ 緩和ケアについては、入院、外来、在宅を問わず、痔痛緩和を目的に医療用麻   
薬を投与している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養  
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（参考）   

後期高齢者医療の在り方に関する特別部会について  

「後期高齢者医療の在り方に関する特別部会」開催経緯   

平成18年  

10月 5日  第1回開催   

10月25日  第2回開催  
有識者からのヒアリング（〇：後期高齢者の心身の特性等について  

11月 6日  第3回開催  
有識者からのヒアリング②：地域医療の現状について①  

11月20日  第4回開催  
有識者からのヒアリング③：地域医療の現状について②   

12月12日  第5回開催  
有識者からのヒアリング④二終末期医療について  

平成19年  
2月 5日  第6回開催  
後期高齢者医療について（フリーディスカッション）  

3月29日  第7回開催  
「後期高齢者医療の在り方に関する基本的考え方」（案）について  

1「後期高齢者医療の在り二創こ関する年寺別部会」の設置の趣旨  

及び審議事項   

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83  

号）により、75歳以上の後期高齢者については、平成20年4  

月より独立した医療制度を創設することとされている。   

後期高齢者医療制度の創設に当たり、後期高齢者の心身の特性  

等にふさわしい医療が提供できるような新たな診療報酬体系を  

構築することを目的として、後期高齢者医療の在り方について審  

議いただくため、社会保障審議会に専門の部会を設置したもの。  

〔 

2 特別部会委員（○：部会長）  4月11日   
「後期高齢者医療の在り方に関する基本的考え方」取りまとめ  

4月11日～5月11日  

「後期高齢者医療の在り方に関する基本的考え方」御意見の募集   学習院大学経済学部教授  

国立国際医療センター名誉総長  

ホームケアクリニック川越院長  

自治医科大学学長  

NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長  

独立行政法人国民生活センター顧問  

医療法人社団博腎会野中病院院長  

さわやか福祉財団理事長  

在宅看護研究センター代表  

（50音順、敬称略）  

（委員の所属一役職は平成19年10月1日現在）  

摘
録
厚
班
開
封
博
力
桁
 
 

藤
下
越
久
本
谷
中
田
松
 
遠
鴨
川
高
辻
糠
野
堀
村
 
 

○
 
 

6月18日  第8回開催   
御意見の募集の結果について   
後期高齢者の入院医療について   

7月 6日  第9回開催   
後期高齢者の外来医療について   
後期高齢者の在宅医療について   

7月30日  第10回開催   
特別部会におけるこれまでの議論等について   

9月 4日  第11回開催   
後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子（案）（たたき台）について  

10月 4日  第12回開催   
後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子（案）について   



長寿医療制度でここがよくなる！！  
＿～r≠・・▼  

心下きい  

ことができ夏  でとノ野ご厘ラ   

活面も含めた医療の提供について  

～ 平成20年4月1日以降どう変わるか ～  

数ヶ月程度先までの診療予定が分かるようになるほか、当日の診療内容等が文書にて交付されるようになります。  

これまでは、患者さんに対して、  

①定期的な診療計画書の作成・交付や  

②当日行った診療内容の文書での交付  

は、通例ではなされていなかった。  

高齢者担当医を選んだ場合は、  

①服薬、運動、栄養、日常生活に関する総合的な治   
療管理に係る豊鹿足抑   

赴、（3ケ月に1回程度）  

②診療日ごとに、呈旦丘⊇土診療内容の要点や次回   
日時や予定され麟 

②24時間の訪問看護サービスを受けやすくなります。  

これまでは、利用者又はその家族等からの畳誌豊臣  
監時対応できる体制を整えた訪問看護ステーションに  

対して診療報酬点数が設けられていた。（2，500円／月）  

従来の診療報酬点数にカロえ、利用者又はその家族等  
からの電話等に常時対応でき、緊急訪問看護を盛夏E  
昼幽旦  

る診療報酬 点数を設止たL（5，400円／月）  

③飲み忘れ、飲み残しがないように、服薬支援を受けやすくなります。  

これまでは、薬局から一度葉をもらうと、飲み忘れが  
あっても患者又は家族が自分達で薬の整理▲管理をし  

なければならなかった。   

飲み忘れの多い患者が服薬中の盈を真昼に珪皇込ム  

だ現金L服薬時点ごとに1つの袋に入れるなどとして、  
菓を』2飲むか分か刃やすく整理することl適宜る診療  

報酬点数を喜虻。（1，850円／回）  
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④歯科訪問診療が大幅に充実されます。   

これまでは、在宅歯科診療を中心的に担う歯科診  

療所に対する特別の診療報酬点数はなかった。  

これまでは、歯科医師と他の医療職種が連携して、  

患者に対して指導を行うことに対する診療報酬点数  

はなかった。  

在宅療養を歯科医療面から支援する「在宅療養支援  

歯科診療所トを設けた。   

退院後の在宅医療を担う保険医療機関と連携する歯  
療所の歯科医師又は歯科衛生士が 

療機関の医師、看護師等と共同して退院時の指導を  
療報酬点数を設けた。（在宅療養支援  

歯科診療所の場合は6，000円、その他の場合は3，000  

円、いずれも退院時1回）  

在宅療養を行っている患者に対して、歯科医師と他  
の医療関係者（医師 薬剤師）が情報を共有し  
た上で行う指導に対する診療報酬点数を設けた。  

（9，000円／月）  

⑤病態の急変時に、在宅を支える多職種の医療従事者が患者・家族と診療方針について相談してくれるようになり   
ます。   

これまでは、多職種の医療従事者のカンファレンスを  

対象とした診療報酬点数はなかった。  

患者の急変等に際し、主治医等が患者宅を訪問し、盟  
係する多職種の医療従事者（医師・歯科医師・薬剤師・  

看護師）と共同で一堂l二会しカンファレンスを開催し、診  

療方針等について話し合いを行い 爵割こ指導を行うこ  

とに対する診療報酬点数を設けた。（2，000円（月2回ま  

で））  
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⑥ 緊急時に入院しやすくなります。   

これまでは、在宅療養している通院困難な患者に閲し、  

病状の急変等に伴い、医師の求めに応じて入院させた場  

合の診療報酬点数が設けられていた。（6，500円／入院初  

日） 

これまでは、外来で通院できる患者の病状の急変等に  

伴い、医師の求めに応じて入院させた場合の診療報酬点  

数はなかった。  

従来の診療報酬点数に加え、事前に緊急時の入院  
先として患者及び家族にその名称等が文書で提供さ  

れていた医療機関に入院した場合の診療報酬点数  
を設けた。（13，000円／入院初日）  

外来患者のうち、後期高齢者診療料を算定している  
患者について、病状の急変等に伴い、当該医療機関  

の医師の求めに応じて入院させた場合の診療報酬  

点数が設けられた。（5．000円／入院初日）  

⑦ 退院前後に充実した医療・福祉のサポートを受けられるようになります。  

これまでは、入院患者の基本的な日常生活能力、認知  
能力、意欲等に関する評価に対する診療報酬点数はな  

かった。  

基本的な日常生活能力、御引こ関す  

る総合的な評価（500円／入院中1回）や、当該評価結  
果に基づく退院支援 画の策定・退院調 

診療報酬点数を設けた。（1，000円／退院時1回）  

従来の診療報酬点数に加え、退院時の指導につい  

て、入院中の保険医療機関の医師、看護師等が、退  

院後の在宅療養を担う医師や看護師のほか、歯科医  

師や歯科衛生士、薬剤師やケアマネジャーと共同し  

（23．000円）  

これまでは、退院時の指導について、入院中の保険医  
療機関の医師、看護師等が、退院後の在宅療養を担う医  
師と共同して行った場合の診療報酬点数が設けられてい  

た。（3．000円）  
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後期高齢者診療料（担当医）のQ＆A  
Qlひと月の医療が6，000円分に制限されるのですか？  

D違います。医療が制限されることはなく、必要な医療はこれま  
でどおり受けられます。  

Q2 担当医を決めたらもう別の病院にかかれないのですか？  

D違います。病状にあわせて、いつでも好きな病院に行くことが  
できます。  

Q3 75歳になったら、必ず誰か担当医を決めなければならないの   

ですか？  

D違います。身近に相談できる担当医が必要な方のみ、お医者  
さんに申し出てください。  

Q4 担当医を一度決めたらもう変更できないのですか？  

1 
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○診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項  

（平成20年3月5日保医発第0305001号 保険局医療課長通知）（抜粋）  

BO16 後期高齢者診療科  

（1）後期高齢者診療科は、慢性疾患を有する後期高齢者に対し、継続的  

な診療を提供し計画的な医学管理の下に、患者の心身の特性にふさわ  

しい外来医療の提供を行う取組を評価するものであり、診療所及び当  

該病院を中心に半径4キロメートル以内に診療所が存在しない病院  

において算定できることとする。  

（2）後期高齢者診療科は、服薬、運動、栄養、日常生活等の慢性疾患に  

対する全身的な医学管理を行う旨、患者に対して診療計画書により丁  
寧に説明を行い、患者の同意を得て、当該診療計画書を交付し、当該  

診療計画に基づき、必要な指導を行った場合に月1回を限度として算  

定する。なお、行った指導内容の要点を診療録に記載するとともに、  

別紙様式14又はこれに準じた形式を参考にした文書を用いて患者に  

提供すること。  
（3）後期高齢者診療科は、服薬、運動、栄養、日常生活等に関する総合  

的な治療管理に係る診療計画書（診療計画書の様式は、別紙様式ユ5又  

はこれに準じた様式とする。）を交付した月から算定するものとする。  

交付の頻度は、3月に1回程度を目途とするが、病状が安定し、診療  

計画に変更の必要がないと認められる患者については、最長で1年間  

の診療計画書を作成しても差し支えない。なお、交付した当該診療計  

画書の写しは診療録に添付しておくものとする。  

（4）第1回目の後期高齢者診療科は、区分番号「AO O O」初診料を算  

定した初診の日又は退院の日の属する月においては、算定できないも  

のであること。ただし、同～月に入院日及び退院日がある月において、  

当該入院目前に行った診療については、後期高齢者診療科を算定でき  

る。  
（5）当該患者の診療に際して行った第1部医学管理等（区分番号「l〕0  

09」診療情報提供料（Ⅰ）、区分番号「BOlO」診療情報提供料（Ⅱ）、  

区分番号「BO17」後期高齢者外来継続指導料及び区分番号「BO  

18」後期高齢者終末期相談支援料を除く。）、第3部検査（第5節  

に規定する薬剤料及び第6節に規定する特定保険医療材料料に係る  

費用を除く。）、第4部画像診断（第4節に規定する薬剤料及び第5  

節に規定する特定保険医療材料料に係る費用を除く。）及び第9部処  

置（第2節に規定する処置医療機器等加算、第3節に規定する薬剤料  

及び第4節に規定する特定保険医原材料料に係る費用を除く。）の費   

後期高齢者診療科  

○診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）（抜粋）  

B O16 後期高齢者診療科  600点   

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方  

社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、後期高齢者の心身の特性  

を踏まえ、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める  

疾患を主病とする後期高齢者に対して、患者の同意を得て診療計画を定  

期的に策定し、計画的な医学管理の下に、栄養、安静、運動又は日常生  

活に関する指導その他療養上必要な指導及び診療（以下この表において  

「後期高齢者診療」という。）を行った場合に、患者1人につき1月に  

1回に限り算定する。ただし、当該患者について区分番号AO O Oに掲  

げる初診料を算定した日の属する月又は当該患者が退院した日の属す  

る月（同叫月に入院日及び退院日がある月を除く。）においては算定し  

ない。  

2 後期高齢者診療を受けている患者に対して行った第1部医学管理等  

（区分番号BO O9に掲げる診療情報提供料川、区分番号BOlOに掲  

げる診療情報提供料川）、区分番号BO17に掲げる後期高齢者外来継続  

指導料及び区分番号BO18に掲げる後期高齢者終末期相談支援料を  

除く。）、第3部検査（第5節に規定する薬剤料及び第6節に規定する  

特定保険医療材料料を除く。）、第4部画像診断（第4節に規定する薬  

剤料及び第5節に規定する特定保険医療材料料を除く。）及び第9部処  

置（第2節に規定する処置医療機器等加算、第3節に規定する薬剤料及  

び第4節に規定する特定保険医療材料料を除く。）の費用は、後期高齢  

者診療科に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実  

施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満の  

ものに限り、当該診療科に含まれるものとする。  

3 第2部在宅医療（区分番号CO O Oに掲げる往診料を除く。）を算定  

している場合については、算定しない。  
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を行っている保険医療機関が算定するものであること。  

（12）継続的な診療を提供する観点から、当該保険医療機関においては、   

同一の保険医による診療を行うことを原則とする。ただし、都合によ   

り他の保険医が診療を行った場合であっても、後期高齢者診療科を算   

定できることとする。  
（13）2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認め   

られる慢性疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。  

（14）主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている慢性疾   

患をいうものである。  

（15）後期高齢者診療科・は、別に厚生労働大臣が定める慢性疾患を主柄と   

する患者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な管理が行われ   

ていない場合や対診又は依順により検査のみを行っている場合など   

の実態的に主病に対する治療が行われていない場合には算定できな  

い。  

（16）同一保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める慢性疾患を   

主病とする複数の患者の診療を行っている場合において、後期高齢者   

診療料を算定する患者と算定しない患者が混在することはありえる  

ものであること。  
（17）往診又は電話等による再診時に行われた指導及び診療は、後期高齢   

者診療科の算定の基礎となる指導及び診療とはならない。  

（18）同一月において、第2都在宅医療第1節、第2節（ただし、区分番  

号「CO O O」往診料、区分番号「CO O4」救急搬送診療料を隙く）  

を算定した患者は後期高齢者診療料を算定できない。  
（19）後期高齢者診療科は、当該点数を策定後であって病状の急変等によ  

り自院又は他院に入院した場合であっても算定できることとする。  

（20）当該月に後期高齢者診療科を算定した患者の病状の悪化等の場合  

には、翌月に後期高齢者診療科を算定しないことができる。ただし、  

その場合は、理由等を診療報酬明細書の摘要欄に記赦すること。  

（21）専門外等の理由により他の保険医療機関を受診する場合には、診療  

の状況を示す文書を交付する等十分な連携を図るとともに、当該他の  

保険医療機関名を診療録に記載すること。  

（22）後期高齢者診療科を算定する保険医療機関の保険医にあっては、後  

期高齢者の診療に資する新しい知見等に関する研修を受けるよう努  

めること。  
（23）後期高齢者診療科の算定に当たっては、算定の基礎となる指導及び  

診療が行われたときに後期高齢者である患者であること。   

用は全て所定点数に含まれる。ただし、病状の急性増悪時に実施した   

検査、画像診断及び処置のうち、それぞれの区分番号の所定点数（注   

加算を除く。）が550点以上のものについては別途算定できる。  

（6）病状の急性増悪時に、区分番号の所定点数（注加算を除く。）が550   

点以上の検査等を実施した場合は、その理由等を診療報酬1明細書の摘   

要欄に記載すること。  

（7）次の項目を含む検査等を定期的に実施し、その結果を患者、家族等   

に懇切丁寧に説明し診療計画に反映すること。ただし、健康診査にお   

いて同じ項目の検査を行った場合は、それらの結果を診療計画に反映   

することで差し支えない。   

ア 年2回以上の患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等に  

ついての生活機能を含んだ評価   

イ 牛1回以上の身体計測（身長、体重、比体重を測定する。）   

ウ 年1回以上の検尿（随時に採取した尿について、糖、蛋白を測定  

する。）   

エ 牢1回以上次の循環器検査を行うこと  

（イ）心電図検査（安静時の標準12誘導心電図を記録すること。）  

（ロ）血戒化学検査（LDLpコレステロール、HDL－コレステ  

ロール及び中性脂肪を測定すること。）   

オ 年1回以上の貧血検査（血綾中の赤血球数、血色素量（ヘモグロ  

ビン値）及びヘマトクリット値を測定すること。）   

カ 年l回以上の肝機能検査（GOT、GPT及びγ－GTPを測定  

すること。）   

キ 牢1回以上の血糖検査（空腹時血糖又はヘモグロビンAICを測  

定すること。）  

（8）市町村が実施する健康診査及び保健指導の内容を診療計画に反映  

すること。  

（9）後期高齢者の生活機能を含んだ評価の実施に当たっては、関係学会   

等よりガイドラインが示されているので、評価が適切に実施されるよ  

う十分留意すること。  

（10）当該患者の服薬状況及び薬剤服用歴を当該患者の薬剤服用歴が経   

時的に管理できる手帳（区分番号「BOll－3」薬剤情報提供料の   

（2）に掲げる手帳をいう。）等により確認すること。また、院内処方  

を行った患者が当該手帳を所持している場合は投薬内容等を記載す  

ること。  

（11）後期高齢者診療科は、当該患者に対して主病である慢性疾患の診療  
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実施の希望及び急変時の搬送の希望（希望する場合にあっては搬送先   

の医療機関等を含む。）をいうものであること。  

（5）なお、入院中の患者については、患者及び家族等と話し合いを行   

うことは日常の診療においても必要かつ当然のことであることから、   

特に連続して1時間以上に渡り話し合いを行ったうえで、患者の十分   

な理解を得ること。  

（6）時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更、生活の変化に応じて、   

また患者の意思が変化するものであることに留意して、その都度説明   

し患者の十分な理解を得ること。ただし、変更があった際の文書等び〕   

作成に係る費凧こついては所定点数に含まれ別に算定できない。  

（7）入院中の患者については退院時又は死亡時、入院中以外の恕者に   

ついては死亡時に算定する。   

後期高齢者終末期相談支援料  

○診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）（抜粋）  

BO18 後期高齢者終末期相談支援料  200点  

注 保険医療機関の保険医が、一般的に認められている医学的知見に基づき回  

復を見込むことが難しいと判断した後期高齢者である患者に対して、患者の同  

意を得て、看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診  

療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、   

患者1人につき1回に限り算定する。   

○診療報酬の算郷伴う実施上の留意事項  

（平成20年3月5日保医畔保険局医療課長通知）（抜粋）  

BO18 後期高齢者終末期相談支援料  

（1）後期高齢者終末期相談支援料は、後期高齢者である患者が、終末  

期においても安心した療養生活を送ることができるよう、医師等の医  

療関係職種から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患  

者が医療関係職種と話し合いを行い、患者が終末期における療養につ  

いて十分に理解することを基本とした上で、診療が進められることを  

目的としたものであること。  

（2）一般的に認められている医学的知見に基づき終末期と保険医であ  

る医師が判断した者について、医師、歯科医師、看護師その他の医療  

関連職種が共同し、患者及びその家族等とともに、診療内容を含む終  

末期における療養について、「終末期医療の決定プロセスに関するガ  

イドライン」（平成19年5月21日区政発第0521011号）、「終末期  

医療に関するガイドライン」（日本医師会）等を参考として、患者の  

十分な理解を得るために話し合い、その内容を文書（電子媒体を含  

む。）又は映像により記録した媒体（以下この区分において「文書等」  

という。）にまとめて提供した場合に、当該文書等の提供日において  

後期高齢者である患者1人につき1回に限り算定する。なお、当該文  

書等の写しを診療録に添付すること。  

（3）患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できな  

い場合は、算定の対象とならない。また、患者の自発的な意思を尊重  

し、終末期と判断した患者であるからといって、保険医は患者に意思  

の決定を迫ってはならない。  

（4）話し合う内容は、現在の病状、今後予想される病状の変化に加え、  

病状に基づく介護を含めた生活支援、病状が急変した場合の治療等の  
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甲  

事  務  連  絡  

平成20年4月28日  

地方社会保険事務局長  

都道府県民生主管部（局）   

国民陣康保険主管課（部）長  

都道府県高齢者医療主管部（局）   

高齢者医療主管課（部）長  

殿  

厚生労働省保険局医療課  

後期高齢者終末期相談支援料の取扱いについて   

標記については、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について  

（通知）」（平成20年3月5日保医発第0305001号）により本年四月の診療報酬改正に  

伴う留意事項を定めたところであるが、当該項目についてとりまとめる文書等の取扱  

い等は下記のとおりであるので、遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。  

記   

後期高齢者終末期相談支援料の算定にあたっては、病状が急変した場合の治療等に  

ついて、医師、看護師その他の医療関係職種が共同し、患者及びその家族等とともに  

話し合い、その内容を文書等にとりまとめることとしているが、「診療報酬の算定方  

法の制定等に伴う実施上の留意事項について（通知）」（平成20年3月5日保医発第  

0305001号）にあるように、後期高齢者終末期相談支援料は、終末期においても安心し  

た療養生活を送ることができるよう、患者が終末期における療養について十分に理解  

することを基本とした上で診療が進められることを目的としたものであるため、患者  

の自発的な意思を尊重し、患者に意思の決定を迫ってはならず、病状が急変した場合  

の治療方針や急変時の搬送の希望等について、患者の希望が確認できない場合等には、  

「不明」、「未定」等とすることで差し支えないものである。  

⑪   




